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会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の状況 （単位：百万円）

氏　名　又　は　名　称 当該事業年度‥
に係る報酬等 そ　　の　　他

有限責任監査法人トーマツ 79

指定有限責任社員‥
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菊 池 寛 康

指定有限責任社員‥
業 務 執 行 社 員 公認会計士 嶋 崎 正 康

指定有限責任社員‥
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 達 朗

注１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
　２．報酬等には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
　３‌�．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額にはこれらの合計額を記載して
おります。

　４．会計監査人に対し、当行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭の合計額は、97百万円であります。
　５‌�．監査等委員会は、会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況および監査時間や監査報酬の推移を確認
するとともに、当事業年度の監査計画の適切性および報酬見積りの算出根拠等を検証した結果、会計‥
監査人の報酬等について、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(2) 責任限定契約
当行と会計監査人との間では、責任限定契約はありません。

(3) 補償契約
当行と会計監査人との間では、補償契約はありません。

(4) 会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する
と認められる場合は、監査等委員全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
　また、会計監査人の職務の遂行状況等を総合的に勘案し、当行の会計監査人として‥
の職務を適切に遂行することが不十分と認められる場合は、監査等委員会の決議に
より当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制
　当行は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、会社法および会社法施行
規則に基づき、以下のとおり内部統制基本方針を定めております。

(1)	当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
イ‌�．当行は、法令等遵守にかかる基本的考え方、基本方針について定めた法令等遵守
方針に基づき、法令等を遵守する。

ロ‌�．当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長と
するコンプライアンス委員会、その下部機関としてのコンプライアンス部会を置く
とともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。また、法令等遵守の統轄
部署としてコンプライアンス統轄部を置く。

ハ‌�．当行は、頭取を法令遵守担当役員とするとともに、法令等遵守の統轄部署に法令
遵守統轄者および統轄コンプライアンス・オフィサー、各部店にコンプライアンス・
オフィサーもしくは法令遵守連絡担当者を置く。

ニ‌�．取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践
計画の進捗状況および達成状況等の報告を受ける。

ホ‌�．当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した
場合の通報の手段として、専用電話等を設置・運営する。

へ‌�．監査等委員は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、
またはそのおそれがあると認めたときは取締役会に報告するなど、適切な措置を‥
講じる。

ト‌�．当行は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力
への対応方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。

チ‌�．当行は、マネー・ローンダリング等の防止にかかる基本方針等について定めた‥
マネー・ローンダリング等防止管理方針に基づき、適切な業務運営を行う。

リ‌�．当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこと
とし、原則として通常一般の取引条件にて行う。

ヌ‌�．当行は、財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を
確保する。

(2) 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当行は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダード等に基づき、
取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を保管および管理する。

(3) 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ‌�．当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署
の役割等について定めたリスク管理基本方針に基づき、適切なリスク管理を行う。

ロ．当行は、統合的リスク管理を行う部署として、リスク統轄部を置く。
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ハ‌�．当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた
災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても適切に対処する。

(4) 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ‌�．当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任
を受けた範囲において、常務会にて重要事項の協議を行う。

ロ‌�．取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議する
とともに、その進捗状況について報告を受ける。

ハ．取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。
ニ‌�．当行は、執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、‥
各機能の強化・迅速化を図る。

(5)	次に掲げる体制その他の当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制
イ．当行子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
①‌�　当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受け、グループ事業
戦略部を統轄部署として子会社の管理・指導を行う。
②‌�　当行は、当行グループ一体でのガバナンスの強化を図るための組織として、頭取
を委員長とするグループ事業戦略委員会、その下部機関としてのグループ事業‥
戦略部会を置き、定期的な開催を通じて管理および連携を強化する。

ロ．当行子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①‌�　各種リスクの管理にあたっては、リスク管理等に関し、子会社各社が当行の制定
する内容に則り制定する諸規定および各社の事業内容に応じ制定する諸規定に‥
従い、各社毎に管理させる。
②‌�　当行のリスク管理部署は、「リスク管理の基本方針」に基づき、子会社各社の
業況等を把握することにより、グループ一体としてのリスク管理を行う。
③‌�　当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた
子会社各社の災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても‥
子会社に適切に対処させる。

ハ．当行子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当行は、当行の経営方針を子会社に周知徹底し、法令等に抵触しない範囲内で、
子会社の業務運営に反映させるとともに、子会社の業務運営状況を把握する。

ニ‌�．当行子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
①‌�　当行は、子会社に対し、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク
管理等に関する諸規定を制定させ、これを遵守させる。
②‌�　当行は、子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく
委託を受け、監査部にて業務運営状況の監査を行う。
③‌�　当行は、子会社の財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・
信頼性を確保する。
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(6) 当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等
委員会の指示に従い、その職務を行う。

(7)	前号の使用人の当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に 
関する事項
　監査等委員会の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の
決定については、監査等委員会の事前の同意を得る。

(8) 当行の監査等委員会の第６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会の職務を補助する使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う。

(9) 次に掲げる体制その他の当行の監査等委員会への報告に関する体制
イ‌�．当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が当行の監査等委員会
に報告をするための体制
①‌�　取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は、取締役会その他監査
等委員の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
②‌�　取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は、当行もしくは子会社等
に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに‥
監査等委員会に報告を行う。

ロ‌�．当行子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行
の監査等委員会に報告をするための体制
①‌�　当行は、子会社との間で別途締結する監査契約に基づく監査を通じて、子会社
各社の資産自己査定の実施状況等を含む業務運営状況について、子会社各社の‥
取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者から適宜報告
を受ける。当行は、当該報告を受けた場合、その内容について、取締役会その他
監査等委員の出席する重要な会議において、報告を行う。
②‌�　子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、
当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす
事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。

(10) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

イ‌�．監査等委員会への報告者、調査に協力した者および被報告者のプライバシーを‥
保護する。

ロ‌�．監査等委員会に報告をしたことを理由とした、報告者に対する不利益な取扱いを
禁止する。
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(11) 当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他
の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

イ‌�．当行は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するもの
に限る）について、当行に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い
等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または‥
債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに
当該費用または債務を処理する。

ロ‌�．当行は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、
一定額の予算を設ける。

(12) その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ‌�．監査等委員は、監査等委員会規定および監査等委員会監査等基準に基づく、代表‥
取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、および内部監査部門・
会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。

ロ‌�．監査等委員会は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて
取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して説明を求めること
ができる。

ハ‌�．監査等委員会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認める
ときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりで
あります。

(1) コンプライアンス体制
　頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を７回、その下部機関であるコンプライ
アンス部会を12回それぞれ開催し、法令等遵守体制の整備・強化を図るとともに、‥
役職員に対する法令等遵守の徹底を図るために部店毎に設置しているコンプライアンス
推進委員会を毎月１回以上の頻度で開催しました。
　また、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の
通報の手段として専用電話等を設置・運営し、行内における報告体制の整備を図って‥
おります。

(2) リスク管理体制
　リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等
について定めたリスク管理基本方針に基づき、各リスクのリスク管理部署は、各リスク
の状況等について分析・評価を行い、常務会および役員部長連絡会で報告しました。
　また、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた災害等
緊急時対応プラン等に基づき、災害対策および業務継続にかかる訓練を実施しました。
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(3) 取締役の職務執行体制
イ‌�．取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき職務を執行したほか、職務の執行
状況について、取締役会、常務会および役員部長連絡会等で報告しました。

ロ‌�．取締役会を13回開催したほか、取締役会の委任を受けた範囲において重要事項の
協議を行う常務会を39回開催しました。

ハ‌�．執行役員は、取締役会の決議により委任された業務について、組織規定に定めた
職務権限等に基づき執行しました。

ニ‌�．執行役員の業務の執行状況、委任された業務の諸課題および代表取締役の方針・
意向・課題認識の共有等を図ることを目的とする執行役員会を５回開催しました。

ホ‌�．取締役の職務執行にかかる文書については、セキュリティスタンダード等に基づき、
保管および管理しております。

(4) グループ会社の管理体制
　頭取を委員長とし、子会社の社長が出席するグループ事業戦略委員会を６回、その
下部機関であるグループ事業戦略部会を10回それぞれ開催し、情報の共有・意見交換等
を通じて当行グループ一体でのガバナンス強化を図るとともに、子会社との間に予め‥
定める事項について、都度協議・報告を受け、グループ事業戦略部を統轄部署として‥
子会社の管理・指導を行いました。
　また、子会社の事業等の健全性を維持するため、監査部にて業務運営状況の監査を
実施しました。

(5) 監査等委員会の職務執行体制
イ‌�．監査等委員は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監査する
ため、取締役会のほか常務会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、
必要に応じて意見を述べました。

ロ‌�．監査等委員会は、代表取締役との定期的会合を２回開催し、意見交換・意見表明
を行いました。また、会計監査人との会合を４回開催し、会計に関する情報等の意見
交換を行いました。

ハ．監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を３名配置しております。
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（単位：百万円）
株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資本金

資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

資 本
準備金

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 24,658 7,835 935 8,771 24,658 538 383,805 43,621 452,623
当期変動額          
剰余金の配当 － － － － － － － △�15,751 △�15,751
固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － － △� 14 － 14 －
別途積立金の積立 － － － － － － 20,500 △�20,500 －
当期純利益 － － － － － － － 52,848 52,848
自己株式の取得 － － － － － － － － －
自己株式の処分 － － 0 0 － － － － －
株主資本以外の項目の‥
当期変動額（純額） － － － － － － － －  －

当期変動額合計 － － 0 0 － △� 14 20,500 16,611 37,097
当期末残高 24,658 7,835 936 8,771 24,658 524 404,305 60,233 489,720

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合　計自　己

株　式
株　主
資　本
合　計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰　延
ヘッジ
損　益

評価・換算
差 額 等
合 計

当期首残高 △� 5,389 480,663 69,286 △� 272 69,014 549,677
当期変動額       
剰余金の配当 － △�15,751 － － － △�15,751
固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － － －
別途積立金の積立 － － － － － －
当期純利益 － 52,848 － － － 52,848
自己株式の取得 △� 14 △� 14 － － － △� 14
自己株式の処分 408 409 － － － 409
株主資本以外の項目の‥
当期変動額（純額） － － 70,887 85 70,972 70,972

当期変動額合計 394 37,492 70,887 85 70,972 108,465
当期末残高 △� 4,995 518,155 140,173 △� 187 139,986 658,142

第142期 株主資本等変動計算書（2025年4月１日から）2026年3月31日まで
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行って
おります。

２．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) ‌�有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法
（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他
有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場‥
価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理
しております。

(2) ‌�金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭
の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記(1) のうちの‥
その他有価証券と同じ方法により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定率法を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。

(3) リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース
資産」は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却して
おります。



－  　－9

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債務者別に区分のうえ、
次のとおり計上しております。
　破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権については、債権額から、担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能‥
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　破綻懸念先及び要管理先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の‥
元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることが
できる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率
で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・
フロー見積法）により計上しております。
　上記以外の債権については、主として今後２年間の予想損失額又は今後３年間
の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、２年間または３年間の貸倒
実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を
求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施
し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

（注）１‌�．貸出金等の債務者区分は、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金
の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号　2022年‥
4月14日）に規定する正常先債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び‥
破綻先債権に準拠し、次のとおりとしております。

区分 区分基準

破綻先 法的・形式的に経営破綻に陥っている債務者

実質破綻先
法的・形式的には経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の
状態にあり、再建の見込みがたたない状態にあると認められるなど、実質的
に経営破綻に陥っている債務者

破綻懸念先 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、今後、経営破綻
に陥る可能性が大きいと認められる債務者

要注意先 貸出条件等に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、赤字決算
等で業況が低調ないし不安定な債務者

要管理先 要注意先のうち、債権の全部または一部が要管理債権である債務者

正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がないと認められる債務者
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２‌�．損失率は、原則として、事業年度末を基準とする直近５算定期間及び中間会計期間末を基準
とする直近５算定期間の合計10算定期間に係る貸倒実績率の平均値としておりますが、事業
年度末を基準とする直近２算定期間及び中間会計期間末を基準とする直近２算定期間の合計４
算定期間に係る貸倒実績率の平均値と比較するほか、景気後退期のリスクを適切に織り込む‥
対応として、より多くの算定期間の貸倒実績率の平均値を参照する等により必要な修正を加えて
算定しております。

(2) 役員賞与引当金
　役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については
給付算定式基準によっております。
　なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであり
ます。
過 去 勤 務 費 用：発生時に一括費用処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理

(4) 株式給付引当金
　株式交付規定に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、当事業年度
末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5) 睡眠預金払戻損失引当金
　負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

(6) 偶発損失引当金
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象
債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上して
おります。

７．収益の計上方法
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を適用
しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は‥
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
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８．ヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ
　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則とし
て繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業に‥
おける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士‥
協会業種別委員会実務指針第24号　2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務
指針第24号」という。）に基づき処理しております。ヘッジ有効性評価の方法に
ついては、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金
等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング
のうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジ‥
については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により‥
有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件
及び契約期間が対象資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップ
の特例処理を行っております。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、
「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本
公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月8日）に規定する‥
繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ
手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨‥
ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して
おります。
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重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
貸倒引当金
　貸借対照表において、貸出金等は総資産に対する割合が相対的に高く、貸倒引当金
の計上が財政状態、経営成績等に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りに‥
おいて重要なものと判断しております。
(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額
貸倒引当金　57,014百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①　算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針「６．引当金の計上基準」「(1) 貸倒
引当金」に記載しております。
②　主要な仮定
　連結計算書類の連結注記表の重要な会計上の見積りに記載しております。
③　翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　連結計算書類の連結注記表の重要な会計上の見積りに記載しております。

追加情報
（業績連動型株式報酬制度）
　連結計算書類の連結注記表の追加情報に記載しております。

注記事項
（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額	 22,765百万円
２‌�．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の‥
とおりであります。
　なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払
の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の‥
私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その
他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに
注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は‥
賃貸借契約によるものに限る。）であります。
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破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 19,442 百万円
危険債権額	 75,032 百万円
要管理債権額	 30,635 百万円
　三月以上延滞債権額	 2,151 百万円
　貸出条件緩和債権額	 28,483 百万円
小計額	 125,111 百万円
正常債権額	 6,591,423 百万円
合計額	 6,716,534 百万円

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続
開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに
準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い
債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延
している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しない
ものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる‥
取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月
以上延滞債権に該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産
更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和
債権以外のものに区分される債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
３‌�．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しており
ます。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に‥
処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、1,742百万円であります。
４．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券	 559,163 百万円
　貸出金	 419,595 百万円
　その他資産	 138 百万円
担保資産に対応する債務
　預金	 35,666 百万円
　借用金	 532,000 百万円
　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
57,451百万円及びその他資産100百万円を差し入れております。
　また、その他の資産には、保証金58百万円が含まれております。
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５‌�．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行
の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の‥
限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資
未実行残高は、1,694,319百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの
又は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,588,981百万円あります。
　‌�　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資‥
未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもの
ではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の
減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に
応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている
行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の
措置等を講じております。
６．有形固定資産の減価償却累計額	 84,166 百万円
７．有形固定資産の圧縮記帳額	 7,209 百万円
８‌�．「有価証券」中の「社債」のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）
による社債に対する当行の保証債務の額は36,768百万円であります。
９．関係会社に対する金銭債権総額	 25,169 百万円
10．関係会社に対する金銭債務総額	 22,487 百万円
11．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託3,063百万円であります。

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益
　資金運用取引に係る収益総額	 929 百万円
　役務取引等に係る収益総額	 295 百万円
　その他業務・その他経常取引に係る収益総額	 131 百万円
関係会社との取引による費用
　資金調達取引に係る費用総額	 51 百万円
　役務取引等に係る費用総額	 1,341 百万円
　その他業務・その他経常取引に係る費用総額	 1,020 百万円
関係会社とのその他の取引高総額
　各種ローンの被保証債務履行に伴う回収額	 793 百万円

２．「その他の経常費用」には、債権売却損448百万円を含んでおります。
３‌�．当事業年度において、宮城県内の遊休資産１か所について減損損失を計上しており
ます。
　当行は、減損損失の算定にあたり、原則として、営業用店舗については継続的に収支
の把握を行っている個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位
で、グルーピングしております。減損損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・
フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引前将来キャッシュ・フロー‥
の総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該‥
減少額56百万円（建物56百万円）を減損損失として特別損失に計上しております。
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　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味
売却価額による場合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来
キャッシュ・フローを11.9％で割り引いて、それぞれ算定しております。
４．関連当事者との取引は次のとおりであります。
(1) 子会社及び関連会社等

種類
会社等の‥
名 称‥
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金‥
(百万円)

事業の内容‥
又 は 職 業

議決権等の‥
所有(被所有)‥
割 合 ( ％ )

関連当事者‥
と の 関 係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目
期末残高‥
(百万円)

子会社 七十七‥
信用保証㈱

仙台市
太白区 30 信用保証業務

所有‥
　直接‥
　100.00

当行ローン
の被保証先

各種ローンの
被保証 1,088,090 － －

役員の兼任
被保証債務の‥
履行による‥
ローンの回収

583 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
　保証料は、各種ローンの債務者が上記子会社に直接支払っているほか、一部の
ローンについては、当行より支払っております。
(2) 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の‥
名 称‥
又は氏名

所在地
資本金又‥
は出資金‥
(百万円)

事業の内容‥
又 は 職 業

議決権等の‥
所有(被所有)‥
割 合 ( ％ )

関連当事者‥
と の 関 係 取引の内容 取引金額‥

(百 万円) 科目
期末残高‥
（百万円）

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会 社 等
(当該会
社の子会
社 を 含
む) 　　

㈱藤　崎 仙台市‥
青葉区 400 百貨店

所有
　直接
　0.66
被所有
　直接
　0.05

与信取引先

資金の貸付 4,159 貸出金 4,277

私募債の引受 1,200 有価証券
（社債） 1,200

債務の保証 429 支払承諾
見返 427

㈱フジ・‥
スタイリング

仙台市‥
泉区 38 紳士服‥

縫製　 － 与信取引先 資金の貸付 170 貸出金 170

㈱藤崎‥
エージェンシー

仙台市‥
青葉区 50

百貨店友の会‥
運営‥
保険代理店

－ 与信取引先 債務の保証 1,177 支払承諾
見返 1,150

（注）１‌�．取引金額は平均残高を記載しております。
２‌�．㈱藤崎、㈱フジ・スタイリング及び㈱藤崎エージェンシーは、当該関連当事者に係る役員が
2025年６月27日付で任期満了により当行取締役を退任しておりますので、取引金額について
は同日までのものを、期末残高については同日現在の残高をそれぞれ記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
　一般の取引と同様な条件で行っております。
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（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

当事業年度期首‥
株 式 数

当 事 業 年 度‥
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度‥
減 少 株 式 数

当事業年度末‥
株 式 数 摘　　要

自己株式
　普通株式 2,462 2 175 2,289 （注）１、２、３
　合　計 2,462 2 175 2,289  

（注）１‌�．増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は役員報酬ＢＩＰ信託の制度における当行
株式の交付等によるもの及び単元未満株式の買増請求に応じたものであります。
２‌�．当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式が
それぞれ637千株、462千株含まれております。なお、役員報酬ＢＩＰ信託に係る当事業年度の
減少株式数は175千株であります。
３‌�．2026年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は
当該株式分割前の株式数を記載しております。

（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価
証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2026年3月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた‥
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △ 29

２．子会社・子法人等株式（2026年3月31日現在）
貸借対照表計上額‥
（百万円）

時　価‥
（百万円）

差　額‥
（百万円）

子会社・子法人等株式 － － －
合　計 － － －

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額‥
（百万円）

子会社・子法人等株式 13,950
組合出資金 8,815

　組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計‥
基準適用指針第31号　2021年6月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象
とはしておりません。
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３．その他有価証券（2026年3月31日現在）
種　類 貸借対照表計上額‥

（百万円）
取得原価‥
（百万円）

差　額‥
（百万円）

貸借対照表計上‥
額が取得原価を‥
超えるもの　　　

株式 264,162 58,840 205,322
債券 2,048 2,040 8
　国債 － － －
　地方債 － － －
　社債 2,048 2,040 8
その他 596,501 511,538 84,962

小計 862,712 572,419 290,293

貸借対照表計上‥
額が取得原価を‥
超えないもの　　

株式 3,500 3,809 △　　308
債券 1,694,298 1,776,628 △ 82,329
　国債 504,430 536,403 △ 31,972
　地方債 537,755 560,965 △ 23,209
　社債 652,112 679,259 △ 27,147
その他 378,388 394,095 △ 15,706

小計 2,076,188 2,174,533 △ 98,344
合　計 2,938,901 2,746,952 191,948

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額‥
（百万円）

非上場株式 5,107
組合出資金 6,430

　組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第31号　2021年6月17日）第24－16項に基づき、時価開示の‥
対象とはしておりません。
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４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2025年4月１日　至　2026年3月31日）
売却額‥
（百万円）

売却益の合計額‥
(百万円)

売却損の合計額‥
（百万円）

株式 31,457 23,839 18
債券 143,466 60 19,195
　国債 69,591 60 14,162
　地方債 50,777 － 3,647
　社債 23,097 0 1,385
その他 65,568 6,183 2,807

合　計 240,491 30,083 22,022

５．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）
のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価
まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借‥
対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損
処理」という。）しております。なお、当事業年度においては該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準に
おいて、有価証券の発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

正常先
時価が取得原価に比べて50％以上下落または、時価が取得原価
に比べて30％以上50％未満下落したもので、過去１か月間の
時価の平均が取得原価に比べて50％（一定以上の信用リスクを
有すると認められるものは30％）以上下落

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2026年3月31日現在）

貸借対照表計上額‥
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 90,605 1,928
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２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2026年3月31日現在）
貸借対照表‥
計上額‥
（百万円）

取得原価‥
(百万円)

差　額‥
(百万円)

うち貸借対照表‥
計上額が取得原‥
価を超えるもの‥
（百万円）

うち貸借対照表計‥
上額が取得原価を‥
超えないもの‥
（百万円）

その他の金銭の信託 31,736 21,581 10,155 10,155 －

（注‌�）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

３．減損処理を行った金銭の信託
　その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券のうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがある
と認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、
減損処理しております。なお、当事業年度においては該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準に
おいて、有価証券の発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

正常先
時価が取得原価に比べて50％以上下落または、時価が取得原価
に比べて30％以上50％未満下落したもので、過去１か月間の
時価の平均が取得原価に比べて50％（一定以上の信用リスクを
有すると認められるものは30％）以上下落

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
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（税効果会計関係）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりで‥
あります。

繰延税金資産
　貸倒引当金 17,056 百万円
　退職給付引当金 5,438
　減価償却 5,272
　有価証券償却 1,475
　その他 5,368
繰延税金資産小計 34,612
評価性引当額 △�15,867
繰延税金資産合計 18,745

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △�61,947
　前払年金費用 △� 875
　固定資産圧縮積立金 △� 238
　その他 △� 13
繰延税金負債合計 △�63,075
繰延税金負債の純額 44,330 百万円

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額	 2,950円01銭
１株当たりの当期純利益金額	 237円03銭

（注）１‌�．2026年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たりの純資産額及び１株当たりの‥
当期純利益金額を算出しております。
２‌�．株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、‥
１株当たりの純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。‥
１株当たりの純資産額の算定において控除した当該自己株式の期末株式数は1,386千株であります。
　また、当該保有株式は、１株当たりの当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において
控除する自己株式に含めております。１株当たりの当期純利益金額の算定において控除した当該‥
自己株式の期中平均株式数は1,524千株であります。

（重要な後発事象）
　株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
　当行は、2026年２月27日開催の取締役会の決議に基づき、2026年４月１日付で‥
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
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(1) 株式分割の目的
　株式分割により、当行株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株主・投資家の皆さま
にとってより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層の‥
さらなる拡大を図ることを目的としています。

(2) 株式分割の概要
①　分割の方法
　‌�　2026年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に登録された株主の所有する‥
当行普通株式を、１株につき３株の割合をもって分割しております。
　‌�　なお、今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。
②　分割により増加する株式数
　　株式分割前の発行済株式総数	 76,655,746株
　　分割により増加する株式数	 153,311,492株
　　株式分割後の発行済株式総数	 229,967,238株
　　株式分割後の発行可能株式総数	 806,400,000株
③　分割の日程
　　基準日公告日	 2026年３月13日
　　基準日	 2026年３月31日
　　効力発生日	 2026年４月１日
④　１株当たり情報に及ぼす影響
　　（１株当たり情報）に記載しております。

(3) 株式分割に伴う定款の一部変更
①　変更の理由
　‌�　今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づく取締役会決議により、
2026年４月１日をもって、当行定款の一部を変更しております。
②　変更の内容（下線部は変更箇所）

変更前 変更後

（発行可能株式総数）
第６条　当銀行の発行可能株式総数は

２億6,880万株とする。

（発行可能株式総数）
第６条　当銀行の発行可能株式総数は

８億640万株とする。

③　変更の日程
　　取締役会決議日	 2026年２月27日
　　効力発生日	 2026年４月１日
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連結株主資本等変動計算書（2025年4月１日から）2026年3月31日まで

(単位：百万円）
株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 24,658 20,350 462,009 △� 6,230 500,788
当期変動額      
　剰余金の配当 － － △� 15,751 － △� 15,751
　‌�親会社株主に帰属する‥
当期純利益 － － 54,007 － 54,007

　自己株式の取得 － － － △� 14 △� 14
　自己株式の処分 － 0 － 408 409
　‌�株主資本以外の項目の‥
当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 － 0 38,255 394 38,650
当期末残高 24,658 20,351 500,264 △� 5,836 539,438

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他‥
有 価 証 券‥
評価差額金

繰延ヘッジ‥
損 益

退職給付に係る‥
調 整 累 計 額

そ の 他 の‥
包 括 利 益‥
累計額合計

当期首残高 70,587 △� 272 2,842 73,156 573,945
当期変動額      
　剰余金の配当 － － － － △� 15,751
　‌�親会社株主に帰属する‥
当期純利益 － － － － 54,007

　自己株式の取得 － － － － △� 14
　自己株式の処分 － － － － 409
　‌�株主資本以外の項目の‥
当期変動額（純額） 70,836 85 8,386 79,308 79,308

当期変動額合計 70,836 85 8,386 79,308 117,959
当期末残高 141,423 △� 187 11,228 152,465 691,904
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連結注記表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令‥
第４条の２に基づいております。

１．連結計算書類の作成方針

(1) 連結の範囲に関する事項
①　連結される子会社及び子法人等　　12社
会社名
七十七リース株式会社
七十七信用保証株式会社
株式会社七十七カード
七十七証券株式会社
七十七リサーチ＆コンサルティング株式会社
七十七パートナーズ株式会社
七十七ヒューマンデザイン株式会社
七十七デジタルソリューションズ株式会社
七十七ほけんサービス株式会社
七十七ビジネスウィズ株式会社
七十七パートナーズ第１号投資事業有限責任組合
七十七パートナーズ第２号投資事業有限責任組合

　なお、七十七パートナーズ第１号投資事業有限責任組合は、重要性が増した
ことにより、当連結会計年度から連結しております。
　また、七十七パートナーズ第２号投資事業有限責任組合は、設立により、当
連結会計年度から連結しております。
②　非連結の子会社及び子法人等
会社名
77 NEXT CONSULTING PTE.  LTD.
七十七キャピタル株式会社
７７ニュービジネス投資事業有限責任組合
７７ストラテジック・インベストメント投資事業有限責任組合
七十七キャピタル第２号投資事業有限責任組合
７７ストラテジック・インベストメント第２号投資事業有限責任組合
七十七キャピタル第３号投資事業有限責任組合

　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に
見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分
に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営
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成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲
から除外しております。
　なお、七十七キャピタル第３号投資事業有限責任組合は、設立により、当連結
会計年度から非連結の子会社及び子法人等に含めております。
③‌�　他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわ
らず子会社としなかった当該他の会社等の名称
株式会社折居技研
キャド・キャム株式会社
米沢精密株式会社
株式会社げんきやグループ
株式会社サンセイ・イサワ

　投資事業等を営む連結される子法人等が、投資育成目的のため出資したもので
あり、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。

(2) 持分法の適用に関する事項
①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

②　持分法適用の関連法人等
該当ありません。

③　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
会社名
77 NEXT CONSULTING PTE.  LTD.
七十七キャピタル株式会社
７７ニュービジネス投資事業有限責任組合
７７ストラテジック・インベストメント投資事業有限責任組合
七十七キャピタル第２号投資事業有限責任組合
７７ストラテジック・インベストメント第２号投資事業有限責任組合
七十七キャピタル第３号投資事業有限責任組合

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う
額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与え
ないため、持分法の対象から除いております。
　なお、七十七キャピタル第３号投資事業有限責任組合は、設立により、当連結
会計年度から持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等に含めております。
④　持分法非適用の関連法人等
該当ありません。

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
①　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　12月末日　　　 ２社
　　 ３月末日　　　10社
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②‌�　子会社及び子法人等については、それぞれの決算日の計算書類により連結して
おります。連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、
必要な調整を行っております。

２．会計方針に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行って
おります。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
（イ‌�）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却‥
原価法（定額法）、持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等株式については
移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動
平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による
原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理
しております。

（ロ‌�）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の
金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記（イ）の‥
うちのその他有価証券と同じ方法により行っております。

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。

(4) 固定資産の減価償却の方法
（イ）有形固定資産（リース資産を除く）

当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年
　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として定率法
により償却しております。

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）
に基づいて償却しております。

（ハ）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース
資産」は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却‥
しております。
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(5) 貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債務者別に区分
のうえ、次のとおり計上しております。
　破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権については、債権額から、担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能‥
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　破綻懸念先及び要管理先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本
の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることが‥
できる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率
で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・
フロー見積法）により計上しております。
　上記以外の債権については、主として今後２年間の予想損失額又は今後３年間
の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、２年間または３年間の貸倒
実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を‥
求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施
し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、
一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれ
ぞれ計上しております。
（注）１‌�．貸出金等の債務者区分は、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金

の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号　2022年‥
4月14日）に規定する正常先債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び‥
破綻先債権に準拠し、次のとおりとしております。

区分 区分基準

破綻先 法的・形式的に経営破綻に陥っている債務者

実質破綻先
法的・形式的には経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難
の状態にあり、再建の見込みがたたない状態にあると認められるなど、　
実質的に経営破綻に陥っている債務者

破綻懸念先 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、今後、経営破綻
に陥る可能性が大きいと認められる債務者

要注意先 貸出条件等に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、赤字決算
等で業況が低調ないし不安定な債務者

要管理先 要注意先のうち、債権の全部または一部が要管理債権である債務者

正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がないと認められる債務者

２‌�．損失率は、原則として、連結会計年度末を基準とする直近５算定期間及び中間連結会計期間末
を基準とする直近５算定期間の合計10算定期間に係る貸倒実績率の平均値としておりますが、‥
連結会計年度末を基準とする直近２算定期間及び中間連結会計期間末を基準とする直近２算定
期間の合計４算定期間に係る貸倒実績率の平均値と比較するほか、景気後退期のリスクを適切
に織り込む対応として、より多くの算定期間の貸倒実績率の平均値を参照する等により必要な
修正を加えて算定しております。
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(6) 役員賞与引当金の計上基準
　役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、
当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
　連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職
慰労金支給規定に基づく期末要支給額を計上しております。

(8) 株式給付引当金の計上基準
　株式交付規定に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、当連結会計
年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

(10) 偶発損失引当金の計上基準
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象
債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上して
おります。

(11) 特別法上の引当金の計上基準
　特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第１項に定める金融商品取引
責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等の事故による損失に備えるため、
連結される子会社及び子法人等が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の
規定に定めるところにより算出した額を計上しております。

(12) 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務
費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過 去 勤 務 費 用：発生時に一括費用処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

　なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用
の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を‥
用いた簡便法を適用しております。
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(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付して
おります。

(14) 収益の計上方法
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を
適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

(15) 重要なヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、
原則として繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本
公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　2022年3月17日。以下、「業種別
委員会実務指針第24号」という。）に基づき処理しております。ヘッジ有効性
評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる
預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎
にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを
固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関‥
関係の検証により有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件
及び契約期間が対象資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利‥
スワップの特例処理を行っております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の
方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の
取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月8日）
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ‥
取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合う‥
ヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジ
の有効性を評価しております。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。
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貸倒引当金
　連結貸借対照表において、貸出金等は総資産に対する割合が相対的に高く、貸倒引当
金の計上が財政状態、経営成績等に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りに
おいて重要なものと判断しております。
(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金　60,274百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①　算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「２．会計方針に関する事項」「(5) 貸倒引当金の計上
基準」に記載しております。
②　主要な仮定
　主要な仮定は、貸出金等の債務者区分の判定における将来の見通しであります。
　債務者区分は、債務者の財務状況、資金繰り、キャッシュ・フローによる債務
償還能力を検証し、貸出条件及びその履行状況を確認したうえで、業種等の特性を
踏まえ、収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況など、
将来の見通し等を総合的に勘案して判定しております。
　また、新型コロナウイルス感染拡大等を契機に売上高が減少する等により、業況
悪化等が継続している債務者は、潜在的な信用リスクが高いと仮定しております。
こうした仮定のもと、当該業況悪化等を契機に貸出条件を緩和した一定の債権‥
を有する債務者については、将来の見通しにかかる不確実性がより高いこと等‥
から、債務者区分を引き下げた場合の損失率と同等であるとみなし、貸倒引当金
を計上しております。
　さらに、一部のプロジェクトファイナンスにかかる債権については、調達コスト
高騰等のリスクによりプロジェクト収支が一定程度悪化するとの仮定を置いた‥
うえで、債権の元本の回収及び利息の受取りにかかる予想キャッシュ・フロー等
を基礎に貸倒引当金を計上しております。
③　翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌
連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性
があります。

未適用の会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日）
・‌�「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月
13日）ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び
移管指針の改正

（１）概要
　国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上
する等の取扱いを定めるものです。
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（２）適用予定日
　2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。

（３）当該会計基準等の適用による影響
　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

追加情報
（業績連動型株式報酬制度）
１．取引の概要
　当行は、取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、当行の中
長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める観点から、役員報酬ＢＩＰ
信託による業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。
　本制度は、当行が拠出する取締役等の報酬を原資として当行株式が信託を通じて
取得され、取締役等に対して、役位、経営計画等の達成度に応じて当行株式等が信託
を通じて交付等される制度であり、当該取引は本制度に係る取引であります。
２．信託に残存する当行株式
　信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当
連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,075百万円、株式数は462千株
（株式分割後1,386千株）であります。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く）

7,376 百万円
２‌�．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおり
であります。
　なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の
支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券
の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、
「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの
並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借
又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 20,275 百万円
危険債権額	 75,222 百万円
要管理債権額	 30,641 百万円
　三月以上延滞債権額	 2,151 百万円
　貸出条件緩和債権額	 28,489 百万円
小計額	 126,139 百万円
正常債権額	 6,566,615 百万円
合計額	 6,692,754 百万円

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続
開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに
準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績
が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い
債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延
している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しない
ものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる‥
取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月
以上延滞債権に該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産
更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和
債権以外のものに区分される債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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３‌�．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しており
ます。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分
できる権利を有しておりますが、その額面金額は、1,742百万円であります。
４．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券	 559,163 百万円
　貸出金	 419,595 百万円
　その他資産	 138 百万円
担保資産に対応する債務
　預金	 35,666 百万円
　借用金	 532,000 百万円
　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
57,451百万円及びその他資産100百万円を差し入れております。
　また、その他資産には、金融商品等差入担保金6,016百万円及び保証金92百万円
が含まれております。
５‌�．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行
の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の‥
限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資
未実行残高は、1,689,522百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの
又は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,584,184百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資‥
未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来の
キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結‥
される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額
をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて
不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内
（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。
６．有形固定資産の減価償却累計額	 85,032 百万円
７．有形固定資産の圧縮記帳額	 7,209 百万円
８‌�．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）に
よる社債に対する当行の保証債務の額は36,768百万円であります。
９．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託3,063百万円であります。

（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常費用」には、債権売却損513百万円を含んでおります。
２‌�．当連結会計年度において、当行は、宮城県内の遊休資産１か所について減損損失を
計上しております。
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　減損損失の算定にあたり、原則として、当行の営業用店舗については継続的に収支
の把握を行っている個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位
で、グルーピングしております。また、連結される子会社及び子法人等は各社をそれ
ぞれ１つのグループとしております。減損損失を計上した資産グループは、営業
キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引前将来キャッシュ・
フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額56百万円（建物56百万円）を減損損失として特別損失に計上しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味
売却価額による場合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来
キャッシュ・フローを11.9％で割り引いて、それぞれ算定しております。
（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）
当連結会計年度‥
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘　要

発行済株式
　普通株式 76,655 ― ― 76,655 (注)３
　合　計 76,655 ― ― 76,655  
自己株式      
　普通株式 2,462 2 175 2,289 (注)１、２、３
　合　計 2,462 2 175 2,289  

（注）１‌�．自己株式（普通株式）の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は役員報酬ＢＩＰ
信託の制度における当行株式の交付等によるもの及び単元未満株式の買増請求に応じたもので
あります。
２‌�．当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する
当行株式がそれぞれ637千株、462千株含まれております。なお、役員報酬ＢＩＰ信託に係る
当連結会計年度の減少株式数は175千株であります。
３‌�．2026年4月1日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は
当該株式分割前の株式数を記載しております。

２．配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり‥
配　当　額 基準日 効力発生日

2025年6月27日
定時株主総会 普通株式 7,295百万円 97.5円 2025年3月31日 2025年6月30日

2025年11月14日
取締役会 普通株式 8,455百万円 113.0円 2025年9月30日 2025年12月9日

合　計 15,751百万円

（注）１‌�．2025年6月27日の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有
する当行株式に対する配当金62百万円が含まれております。
２‌�．2025年11月14日の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する
当行株式に対する配当金52百万円が含まれております。
３‌�．2026年4月1日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、１株‥
当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載しております。



－  　－34

(2)	基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計‥
年度の末日後となるもの
　2026年6月26日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり提案予定であり
ます。

（決議）
株式の‥
種類 配当金の総額 配当の‥

原資
１株当たり‥
配当額 基準日 効力発生日

2026年6月26日‥
定時株主総会

普通‥
株式 10,999百万円 利益‥

剰余金 147.0円 2026年3月31日 2026年6月29日

（注）１‌�．配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式に対する配当金67百万円が‥
含まれております。
２‌�．2026年4月1日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、１株‥
当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載しております。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
　当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務のほか、クレジットカード業務
などの金融サービスを提供しております。これらの業務では、主として預金等による
資金調達を行い、貸出金、有価証券等による資金運用を行っております。
　このように、主として金利変動等を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、
金利変動等による不利な影響が生じないように、当行では、資産・負債の総合管理
（ＡＬＭ）を行っております。その一環としてデリバティブ取引も行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人、地公体、個人のお客様
に対する貸出金や各種ローンであり、貸出先の契約不履行によって損失を被る信用
リスクや金利の変動により損失を被る金利リスクに晒されております。
　有価証券は、主として債券、株式、投資信託であり、満期保有目的、その他目的で
保有しているほか、お客様への販売に対応するため、一部の債券等については売買
目的で保有しております。これらは、発行体の信用リスク、金利の変動リスク、‥
市場価格の変動リスクに晒されております。また、市場の混乱など一定の環境の下
で取引が困難になり損失を被る市場流動性リスクに晒されております。
　金融負債は、主として法人、個人のお客様からお預かりする流動性預金や定期性
預金により構成されておりますが、当行の格付が低下するなど一定の環境の下で予期
せぬ資金流出が発生し、必要な資金確保が困難になる資金繰りリスクに晒されて‥
おります。
　外貨建の資産・負債は、為替の変動により損失を被る為替リスクに晒されており
ます。
　デリバティブ取引は、資産・負債の総合管理（ＡＬＭ）の一環として、貸出金や
債券の金利リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引や債券先物取引等を、外貨
建の資産・負債に係る為替リスクをヘッジする目的で通貨スワップ取引や外国為替
先物予約取引等を利用しており、このうち貸出金や債券をヘッジ対象とする一部の
ヘッジ取引にヘッジ会計を適用しております。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当行は、信用リスク管理の基本方針である「信用リスク管理方針」及び信用リ
スク管理に係る各種規定等を定め、資産の健全性確保のための基本的なスタンス
並びに、信用リスクの評価、モニタリング、コントロール等の管理の実施について
明確化しているほか、信用供与先に対するリスク特性を踏まえた適切な審査・‥
管理等を図る観点から、「信用格付制度」を活用しております。
　また、信用リスク管理に係る組織として、信用リスク管理部署及び審査管理部署
を設置し、信用リスク管理の実効性を確保しております。
　信用リスク管理部署であるリスク統轄部は、信用リスク量の計測や、与信ポート
フォリオの分析を通じ、将来発生する可能性のある信用リスク量や大口与信先への
与信集中の状況等を把握し、当行全体の信用リスクについての評価、コント
ロールを行っております。
　審査管理部署である審査部は、貸出金の運用において厳正な審査基準に基づく
審査を行うほか、貸出債権の日常管理徹底のためのシステム開発や、事務手続の
厳正化等を行っております。
②　市場リスクの管理
Ａ．市場リスク管理体制
　当行は、市場リスク管理の基本方針である「市場リスク管理方針」及び市場
リスク管理に係る各種規定等を定め、適切な市場リスク管理の運営スタンス‥
並びに、市場リスクの評価、モニタリング、コントロール等の管理に係る手法
を明確化し、厳正な管理を行っております。
　市場リスク管理に係る組織として、市場リスク管理部署（ミドル・オフィス）
を設置するほか、市場取引における相互牽制を図るため、業務運営部署（フロ
ント・オフィス）と事務管理部署（バック・オフィス）を分離し、さらに業務
運営部署に市場リスク管理部署の所属員を駐在させ、市場リスク管理の実効性
を確保しております。
　市場リスク管理部署であるリスク統轄部は、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）
法等により当行全体の市場リスク量を計測するとともに、市場リスク量を‥
一定の範囲内にコントロールするため、取引の種類や特性に応じて設定した‥
ポジション枠や損失限度等の遵守状況を定期的にモニタリングしております。
　また、先行きの金利・相場・資金・景気動向を予測し、その変動に伴うリスク
を回避するとともに、リスク管理と収益管理の一元化による適正な資産・負債
の総合管理を踏まえ、経営の健全性確保と収益向上の両立をはかるため、機動的
に運用戦略等を検討することを目的として、ＡＬＭ・収益管理委員会を設置‥
しております。
Ｂ．市場リスクに係る定量的情報
　当行は、「金銭の信託」、「有価証券」、「円貨預貸金」、「円貨市場性資金」に
関するＶａＲの算定にあたっては、分散共分散法（保有期間：政策投資株式
125営業日、それ以外60営業日、信頼区間：99.0％、観測期間：250営業日）
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を採用しております。2026年3月31日現在で当行の市場リスク量（損失額の
推計値）は、全体で231,320百万円となっております。ただし、ＶａＲは過去
の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を‥
計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下における
リスクは捕捉できない場合があります。
　なお、当行は、「有価証券」において、モデルが算出するＶａＲと実際の損益
を比較するバックテスティングを実施し、使用する計測モデルが十分な精度に
より市場リスクを捕捉していることを確認しております。

③　流動性リスクの管理
　当行は、流動性リスク管理の基本方針である「流動性リスク管理方針」及び‥
流動性リスク管理に係る規定を定め、安定的な資金繰り運営のための基本的な‥
スタンス並びに、流動性リスクの評価、モニタリング、コントロール等の管理の
実施について明確化しているほか、不測の事態への備えとして、「流動性危機対応
プラン」等を定め、迅速かつ的確な対応を行えるよう体制を整備しております。
　また、流動性リスク管理に係る組織として、当行全体の流動性リスクを管理‥
するために流動性リスク管理部署を設置し、日々の資金繰り及び資金や証券に係る
決済の管理を行うために資金繰り管理部署及び決済の管理部署を設置しております。
　流動性リスク管理部署であるリスク統轄部は、流動性リスクの評価、モニタ‥
リングを行い、必要に応じてコントロールを行うなど、当行全体の流動性リスクを
管理しております。
　資金繰り管理部署及び決済の管理部署である市場国際部は、日次又は月次の資金
繰り見通しを作成するとともに、調達可能額や資産の流動性の把握、大口資金の
期日集中の確認等により資金繰り管理を行っております。また、日銀ネット決済
等の決済制度における決済の状況や他の金融機関等との間で行う決済の状況を‥
把握することにより決済の管理を行っております。
④　子会社に係るリスク管理体制
　子会社については、当行に準じたリスク管理体制としております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めて
おりません（（注１）参照）。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似することから、注記を省略しており、「連結貸借対照表計上額」　の重要性
が乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対‥
照表計上額 時　価 差　額

(1) 金銭の信託 122,341 122,341 ―
(2) 有価証券 2,947,175 2,947,002 △� 173
満期保有目的の債券 5,924 5,750 △� 173
その他有価証券 2,941,251 2,941,251 ―

(3) 貸出金 6,603,904   
　貸倒引当金（※１） △� 59,019   

6,544,884 6,413,170 △� 131,714
資産計 9,614,402 9,482,514 △� 131,888

(1) 預金 8,755,899 8,754,843 △� 1,055
(2) 譲渡性預金 192,070 192,070 ―
(3) 借用金 546,330 536,738 △� 9,591
負債計 9,494,299 9,483,651 △� 10,647

デリバティブ取引（※２）    
　ヘッジ会計が適用されていないもの (1,783) (1,783) ―
　ヘッジ会計が適用されているもの (3,378) (3,378) ―
デリバティブ取引計 (5,161) (5,161) ―

（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については、（　）で表示しております。

（注１‌�）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の
時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（※１）（※２） 9,302
組合出資金（※３） 12,300

（※１‌�）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針
第19号　2020年3月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（※２）当連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
（※３‌�）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第31号　2021年6月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：‌�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において
形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する‥
相場価格により算定した時価

レベル２の時価：‌�観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：‌�観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低い
レベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品（2026年3月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金銭の信託 40,183 82,158 ― 122,341
有価証券     
　その他有価証券     
　　国債 504,430 ― ― 504,430
　　地方債 ― 537,755 ― 537,755
　　社債 ― 617,784 36,377 654,161
　　株式 263,253 6,760 ― 270,014
　　その他 139,952 834,937 ― 974,889
　　　　資産計 947,820 2,079,396 36,377 3,063,593
デリバティブ取引（※）     
　金利関連 ― 333 ― 333
　通貨関連 ― (5,495) ― (5,495)
　デリバティブ取引計 ― (5,161) ― (5,161)

（※）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、（　）で表示しております。
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品（2026年3月31日）
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
　満期保有目的の債券
　　地方債 ― 5,750 ― 5,750
貸出金 ― ― 6,413,170 6,413,170

資産計 ― 5,750 6,413,170 6,418,920
預金 ― 8,754,843 ― 8,754,843
譲渡性預金 ― 192,070 ― 192,070
借用金 ― 536,738 ― 536,738

負債計 ― 9,483,651 ― 9,483,651

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資　産
金銭の信託
　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
については、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等
によっております。時価のレベルについては、信託財産のレベルに基づき、主にレベル１又はレベル
２の時価に分類しております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭
の信託関係）」に記載しております。
有価証券
　私募債及び特定社債を除く債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等によって
おり、日本国債及び米国債は主にレベル１、それ以外の債券はレベル２の時価に分類しております。
私募債及び特定社債については、将来キャッシュ・フロー（クーポン、元本償還額、保証料）を、市場
金利、発行体の信用リスク等を考慮した利率で割り引いて時価を算定しており、レベル３の時価に‥
分類しております。
　株式は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき主にレベル１の時価に分類しております。
　上場投資信託は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき主にレベル１の時価に分類して
おります。私募投資信託は基準価額によっており、レベル２の時価に分類しております。
貸出金
　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、商品性に応じて元利金
の合計額を市場金利に信用格付ごとの標準スプレッド（経費率を含む）を加味した利率で割り引いて
時価を算定しております。なお、貸出金のうち、変動金利によるもの及び約定期間が短期間（１年‥
以内）のもので、時価と帳簿価額の乖離が一定の範囲内にあり近似していると判断されるものは、当該
帳簿価額を時価としております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー
の現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は
連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似‥
しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないもの
については、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定される
ため、帳簿価額を時価としております。
　これらにつきましては、レベル３の時価に分類しております。
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負　債
預金
　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており
ます。また、定期預金は、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を
算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）で、時価が帳簿価額と近似しているものは、
当該帳簿価額を時価としております。これらにつきましては、レベル２の時価に分類しております。
譲渡性預金
　譲渡性預金については、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を
算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）で、時価が帳簿価額と近似しているものは、
当該帳簿価額を時価としております。これらにつきましては、レベル２の時価に分類しております。
借用金
　借用金については、調達の種類ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しており
ます。なお、約定期間が短期間（１年以内）で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿‥
価額を時価としております。これらにつきましては、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
　デリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期まで
の期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定‥
しております。また、評価技法で用いている主なインプットには、金利や為替レート、ボラティリティ
等が含まれます。
　デリバティブ取引については、観察できないインプットを用いていない、またはその影響が重要で
ないことから、レベル２の時価に分類しております。

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2026年3月31日）

区分 評価技法 重要な観察できない‥
インプット

インプットの‥
範囲

インプットの‥
加重平均

有価証券
　その他有価証券

　私募債・特定社債 現在価値技法
倒産確率 0.02％－6.93％ 0.49％
倒産時の損失率 37.94%－66.44％ 51.28％

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2026年3月31日）
（単位：百万円）

期首‥
残高

当期の損益又は‥
その他の包括利益 購入、

売却、
発行及
び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の振替

レベル３
の時価から
の振替

期末‥
残高

当期の損益に
計上した額の
うち連結貸借
対照表日に‥
お いて保有‥
する金融資産
の評価損益
（※１）

損益に‥
計上
（※１）

その他の‥
包括利益
に計上‥
（※２）

有価証券
　その他
　有価証券
　　私募債・
　　特定社債 40,007 － △151 △3,479 － － 36,377 －

（※１）連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
（※２‌�）連結株主資本等変動計算書の「その他有価証券評価差額金」の「株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）」に含まれております。
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(3) 時価の評価プロセスの説明
　当行はリスク管理部署にて時価の算定に関する方針、手続を定め、これに沿って時価を算定して
おります。また、時価の算定にあたっては個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映‥
できる評価モデルを用いており、時価のレベル分類についてはリスク管理部署が判断しております。
　第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及び
インプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により妥当性を検証しております。

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
　私募債及び特定社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率及び
倒産時の損失率であります。一般的に、倒産確率の上昇（低下）は、倒産時の損失率の上昇（低下）
を伴い、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
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（有価証券関係）
　連結貸借対照表の、「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
１．売買目的有価証券（2026年3月31日現在）

当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

売買目的有価証券 △ 29

２．満期保有目的の債券（2026年3月31日現在）
種　類 連結貸借対照表計上額‥

（百万円）
時　価‥
（百万円）

差　額‥
（百万円）

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの　　

国債 － － －
地方債 － － －
小計 － － －

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの　

国債 － － －
地方債 5,924 5,750 △� 173
小計 5,924 5,750 △� 173

合　計 5,924 5,750 △� 173

３．その他有価証券（2026年3月31日現在）
種　類 連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価‥
（百万円）

差　額‥
（百万円）

連結貸借対照表
計上額が取得‥
原価を超える‥
もの　　　　　

株式 266,513 58,869 207,643
債券 2,048 2,040 8
　国債 － － －
　地方債 － － －
　社債 2,048 2,040 8
その他 596,501 511,538 84,962
小計 865,063 572,448 292,615

連結貸借対照表
計上額が取得‥
原価を超えない
もの　　　　　

株式 3,500 3,809 △� 308
債券 1,694,298 1,776,628 △�82,329
　国債 504,430 536,403 △�31,972
　地方債 537,755 560,965 △�23,209
　社債 652,112 679,259 △�27,147
その他 378,388 394,095 △�15,706
小計 2,076,188 2,174,533 △�98,344

合　計 2,941,251 2,746,981 194,270
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　2025年4月１日　至　2026年3月31日）
売却額‥
（百万円）

売却益の合計額‥
（百万円）

売却損の合計額‥
（百万円）

株式 31,457 23,839 18
債券 143,466 60 19,195
　国債 69,591 60 14,162
　地方債 50,777 － 3,647
　社債 23,097 0 1,385
その他 65,568 6,183 2,807

合　計 240,491 30,083 22,022

５．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）
のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価
まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借
対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下、
「減損処理」という。）しております。なお、当連結会計年度においては該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準に
おいて、有価証券の発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

正常先
時価が取得原価に比べて50％以上下落または、時価が取得原価
に比べて30％以上50％未満下落したもので、過去１か月間の‥
時価の平均が取得原価に比べて50％（一定以上の信用リスク‥
を有すると認められるものは30％）以上下落

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2026年3月31日現在）

連結貸借対照表計上額‥
（百万円）

当連結会計年度の損益に‥
含まれた評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 90,605 1,928
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２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2026年3月31日現在）
連結貸借対照表‥
計上額‥
（百万円）

取得原価‥
（百万円）

差　額‥
（百万円）

うち連結貸借対照‥
表計上額が取得原‥
価を超えるもの‥
（百万円）

うち連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの‥
（百万円）

その他の金銭の信託 31,736 21,581 10,155 10,155 －

（注‌�）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

３．減損処理を行った金銭の信託
　その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券のうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがある
と認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とすると‥
ともに、減損処理しております。なお、当連結会計年度においては該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準に
おいて、有価証券の発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

正常先
時価が取得原価に比べて50％以上下落または、時価が取得原価
に比べて30％以上50％未満下落したもので、過去１か月間の‥
時価の平均が取得原価に比べて50％（一定以上の信用リスク‥
を有すると認められるものは30％）以上下落

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。

（収益認識関係）
　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
区分 当連結会計年度

経常収益 211,208
　うち役務取引等収益 26,612
　　うち預金・貸出業務 10,385
　　うち為替業務 5,935
　　うち証券関連業務 2,556
　　うち代理業務 2,564
　　うち保護預り・貸金庫業務 80
　うち信託報酬 32

　なお、上記には「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月
４日）に基づく収益も含んでおります。
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（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額	 3,101円34銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額	 242円22銭
（注）１‌�．2026年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たりの純資産額及び１株当たりの
親会社株主に帰属する当期純利益金額を算出しております。

２‌�．株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当行株式は、
１株当たりの純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
１株当たりの純資産額の算定において控除した当該自己株式の期末株式数は1,386千株であり
ます。
　また、当該保有株式は、１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額の算定上、期中
平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たりの親会社株主に帰
属する当期純利益金額の算定において控除した当該自己株式の期中平均株式数は1,524千株で
あります。

（重要な後発事象）
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
当行は、2026年２月27日開催の取締役会の決議に基づき、2026年４月１日付で‥
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1) 株式分割の目的
　株式分割により、当行株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株主・投資家の皆さまに
とってより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層の‥
さらなる拡大を図ることを目的としています。

(2) 株式分割の概要
①　分割の方法
　‌�　2026年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に登録された株主の所有‥
する当行普通株式を、１株につき３株の割合をもって分割しております。
　‌�　なお、今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。
②　分割により増加する株式数
　　株式分割前の発行済株式総数	 76,655,746株
　　分割により増加する株式数	 153,311,492株
　　株式分割後の発行済株式総数	 229,967,238株
　　株式分割後の発行可能株式総数	 806,400,000株
③　分割の日程
　　基準日公告日	 2026年３月13日
　　基準日	 2026年３月31日
　　効力発生日	 2026年４月１日
④　１株当たり情報に及ぼす影響
　　（１株当たり情報）に記載しております。
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(3) 株式分割に伴う定款の一部変更
①　変更の理由
　‌�　今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づく取締役会決議により、‥
2026年４月１日をもって、当行定款の一部を変更しております。
②　変更の内容（下線部は変更箇所）

変更前 変更後

（発行可能株式総数）
第６条　当銀行の発行可能株式総数は

２億6,880万株とする。

（発行可能株式総数）
第６条　当銀行の発行可能株式総数は

８億640万株とする。

③　変更の日程
　　取締役会決議日	 2026年２月27日
　　効力発生日	 2026年４月１日
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独立監査人の監査報告書

会計監査人の監査報告書

2026年5月8日
株式会社 七十七銀行
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

仙 台 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菊　池　寛　康
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 嶋　崎　正　康
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙　橋　達　朗

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社七十七銀行の2025年4月1日から
2026年3月31日までの第142期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等‥
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に‥
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を‥
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し‥
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・‌�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・‌�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・‌�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・‌�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・‌�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策‥
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

� 以　上
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独立監査人の監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

2026年5月8日
株式会社 七十七銀行
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

仙 台 事 務 所

指定有限責任社員‥
業 務 執 行 社 員 公認会計士 菊　池　寛　康
指定有限責任社員‥
業 務 執 行 社 員 公認会計士 嶋　崎　正　康
指定有限責任社員‥
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙　橋　達　朗

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社七十七銀行の2025年4月1日から2026年
3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社七十七銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される‥
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に‥
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか‥
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を‥
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが‥
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による‥
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・‌�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・‌�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・‌�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・‌�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・‌�　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・‌�　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策‥
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき‥
利害関係はない。
� 以　上
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監　査　報　告　書

監査等委員会の監査報告書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第142期事業年度における取締役の‥
職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法およびその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロおよびハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役および使用人等
からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、当行
の内部監査部門等および内部統制部門と連携の上、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および
使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本部および主要な営業店において業務および財産の状況を調査いたしました。また、‥
子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証すると‥
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則‥
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して‥
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結‥
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制‥
システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年５月11日

株式会社七十七銀行  監査等委員会
常勤監査等委員 村 主 正 範
監 査 等 委 員 牛 尾 陽 子
監 査 等 委 員 三 浦 直 人
監 査 等 委 員 遠 藤 信 哉
監 査 等 委 員 福 田 一 雄

（注‌�）監査等委員 牛尾陽子、三浦直人、遠藤信哉および福田一雄は、会社法第２条第15号および第331条
第６項に規定する社外取締役であります。


